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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

通
院
し
て
人
工
透
析
を
受
け
て
い

る
方
に
通
院
費
を
助
成
し
ま
す

合
併
浄
化
槽
設
置
補
助
金
の
交
付

申
請
に
つ
い
て

心
配
ご
と
・
困
り
ご
と
、

人
権
・
行
政
相
談
所
の
開
催

福
祉
避
難
所
開
設
・
運
営
訓
練

訓練の様子

相談

　
黒
潮
町
福
祉
避
難
所
協
議
会
が
、
２

月
２４
日
（
土
）、「
介
護
療
養
型
老
人
保
健

施
設
こ
と
ぶ
き
」
に
て
福
祉
避
難
所
※

の
開
設
・
運
営
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

 
訓
練
に
は
福
祉
事
業
所
や
行
政
職
員

の
ほ
か
、
出
口
・
田
野
浦
消
防
団
、
出

口
・
田
野
浦
地
域
な
ど
の
近
隣
住
民
約

１
０
０
人
が
参
加
し
、
避
難
所
の
開
設

か
ら
避
難
者
の
受
入
、
閉
鎖
ま
で
一
連

の
流
れ
を
確
認
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
施
設
の
備
蓄
品
の
点
検
や
、

三
浦
小
学
校
に
備
え
て
い
る
浄
水
器
を

使
う
な
ど
し
、
最
後
は
全
員
で
訓
練
を

振
り
返
り
ま
し
た
。
避
難
所
の
運
営
は
、

地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
が
必
要
で
す
。

今
後
も
施
設
と
地
域
が
一
体
と
な
っ
た

訓
練
を
実
地
し
て
い
き
ま
す
。

※
福
祉
避
難
所
と
は
、
一
般
の
避
難
所

で
は
支
障
が
あ
る
方
に
配
慮
が
さ
れ

た
避
難
所
で
、
町
内
７
事
業
所
と
協

定
を
結
ん
で
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
人
工
透
析
療
法
を
受
け
て
い
る
方
に
、

通
院
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◆
対
象
者

　
対
象
期
間
中
、
人
工
透
析
療
法
の
た

め
月
８
日
以
上
通
院
し
た
方

※
生
活
保
護
受
給
者
、
入
院
の
み
の
方
、

医
療
機
関
に
よ
る
無
料
送
迎
（
バ
ス
な

ど
）
を
利
用
し
て
い
る
方
は
対
象
外
。

◆
対
象
期
間
　

平
成

２９
年

１０
月
１
日
〜
平
成

３０
年
３

月
３１
日

◆
支
給
金
額
　

　
１
カ
月
　
５
０
０
０
円
以
内

◆
支
給
方
法
　
４
月
以
降
、
対
象
期
間

の
６
カ
月
分
を
支
給
し
ま
す
。

◆
申
請
方
法
　

　
「
通
院
証
明
書
」
に
医
療
機
関
の
証

明
を
も
ら
い
、「
交
付
申
請
書
兼
請
求
書
」

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請

書
類
は
、
本
庁
・
佐
賀
支
所
の
福
祉
係

に
あ
り
ま
す
。

※
医
療
機
関
の
証
明
に
係
る
費
用
は
自

己
負
担
と
な
り
ま
す
。

◆
提
出
期
限
　
４
月

２７
日
（
金
）

○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁

４
３
―
２
１
１
６

　
町
で
は
、
生
活
排
水
に
よ
る
公
共
水

域
の
水
質
汚
染
の
防
止
と
快
適
な
生
活

環
境
の
創
造
を
図
る
た
め
、
合
併
浄
化

槽
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
方
に
、
補
助

金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
補
助
金
の
交

付
を
受
け
る
に
は
、
事
前
申
請
が
必
要

で
す
。

 
平
成

３０
年
度
中
に
合
併
浄
化
槽
の
設

置
を
予
定
し
て
い
る
方
で
、
補
助
金
を

希
望
す
る
方
は
、
補
助
金
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

※
予
算
到
達
時
点
で
受
付
終
了

◆
補
助
金
額

・
５
人
槽
 

　
　

３３
万
２
０
０
０
円

・
６
〜
７
人
槽
　

４１
万
４
０
０
０
円

・
８
〜

１０
人
槽
　

５４
万
８
０
０
０
円

○
お
問
い
合
わ
せ

 
本
庁 

住
民
課 

環
境
保
全
係

蕁

４
３
―
２
８
０
０

 
皆
さ
ん
の
相
談
を
社
会
福
祉
協
議
会

相
談
員
、
人
権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談

委
員
な
ど
が
受
け
る
相
談
所
を
開
き
ま

す
。
　
　
　
　
　
　

 
心
の
負
担
が
少
し
で
も
軽
く
な
れ
ば

と
考
え
て
い
ま
す
。
家
庭
で
の
心
配
ご

と
、
地
域
で
の
も
め
ご
と
、
人
権
侵
害

や
行
政
に
関
す
る
相
談
な
ど
、
ひ
と
り

で
悩
ま
ず
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
の
秘
密
は
必

ず
守
り
、
料
金
は

無
料
で
す
。
安
心

し
て
お
越
し
く
だ

さ
い（
予
約
不
要
）。

◆
開
催
日
時
・
場
所

・
４
月

１０
日
（
火
）
午
前

１０
時
〜
正
午

 
 
 
 
 
 
 

午
後
１
時
〜
３
時

　
総
合
セ
ン
タ
ー
（
佐
賀
支
所
前
）

・
５
月

１１
日
（
金
）
午
前

１０
時
〜
正
午

 
加
持
本
村
集
会
所

・
５
月

１１
日
（
金
）
午
後
１
時
〜
３
時

 
奥
湊
川
老
人
憩
の
家

○
お
問
い
合
わ
せ

 
佐
賀
支
所 

地
域
住
民
課 

人
権
啓
発
係

　
蕁

５
５
―
３
１
１
３


